
2014(H26).3.14 
介護サービス事業者説明会 

資料 23 

 

 高齢者虐待相談窓口 

 

 

高齢者虐待への対応について 

  

 高齢者虐待の防止，高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第５条に，保健・福

祉・医療関係者の責務として，高齢者福祉の仕事に関係する人は，高齢者虐待を発見し

やすい立場にあることを自覚し，その早期発見に努めるよう規定されています。 

 本市では「高齢者虐待防止対応マニュアル」に，養護施設従事者等による高齢者虐待

への対応手順を定め，迅速かつ適切な対応に努めています。 

各事業所・施設においてもご承知いただき，高齢者虐待の防止等に向けた取組みにご

協力をお願いします。 

 

■養介護施設従事者等による高齢者虐待への対応手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従事者等による虐待の状況等の公表（毎年度） 
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《事実確認，訪問調査》 
・高齢者の状況や事実確認・安全確認 
・報告書の作成 
・施設からの報告徴収・立入検査の検討（必要時） 
・地域密着型サービス事業者の監督 等 

ケース会議（必要に応じたメンバーの招集） 
虐待の事実確認と今後の方向性の決定 

 

〔老人福祉法〕施設設置者への立入検査，改善命令，事業停廃止命令，認可取消 等 
〔介護保険法〕施設等からの報告徴収，勧告，措置命令，指定取消 等 

養介護施設従事者等による高齢者虐待が疑われる場合 

地域包括 
支援センター 

 

 

 

 

 

 

高齢者支援課 
介護保険課 

【基礎調査・受付記録の作成】【緊急性の判断】コアメンバー会議 

虐待防止・高齢者保護を図るため 
老人福祉法・介護保険法の規定による権限の行使 

各支所保健福祉課 

関係部署相談窓口 

従事者等による虐待の状況等の報告 

 

通報 通報 届出 

養介護施設従事者等による高齢者虐待が認められた場合 

従事者等による虐待を受け
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した者 
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た高齢者 
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した養介護施設従事者等 

■高齢者虐待の防止，高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（抜粋） 

第五条 養介護施設、病院、保健所その他高齢者の福祉に業務上関係のある団体及び養介護施設従事者等、医

師、保健師、弁護士その他高齢者の福祉に職務上関係のある者は、高齢者虐待を発見しやすい立場にあるこ

とを自覚し、高齢者虐待の早期発見に努めなければならない。 

２ 前項に規定する者は、国及び地方公共団体が講ずる高齢者虐待の防止のための啓発活動及び高齢者虐待

を受けた高齢者の保護のための施策に協力するよう努めなければならない。 


